
ものづくり産業分野人材確保支援事業(ＵＩターンイベント出展・ものづくり現場見学等)委託業務 
 

仕様書 

 

１ 委託する業務名 

ものづくり産業分野人材確保支援事業(ＵＩターンイベント出展・ものづくり現場見学等)委託業務 

 

２ 業務の目的 

本道のものづくり産業においては、人口減少や若者の道外流出などによる労働力人口の減少や、企業

自体又は業務内容についての認知度不足等により、即戦力となる技術的スキルを身につけた人材や新

規学卒者の獲得に難航している企業が多い状況である。 

このような状況から、首都圏等でのＵＩターンイベントでのＰＲや、一般求職者、新規学卒予定者を

対象とした企業見学会などを通じて、本道のものづくり企業への理解促進及び企業の認知度向上に取

り組むことにより、ものづくり企業の人材確保を促し、良質な正社員雇用の創出及び定着を図る。 
 

 注） 「正社員」とは、非正規雇用者（期間の定めのある労働契約を締結する労働者、派遣労働者、     

１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間を下回     

るものとして雇用される労働者、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところ     

により設けられた通常の労働者と同一の賃金制度が適用されていない労働者を指す。）を除いた     

労働者を指す（この注意書きで記載する「通常の労働者」を指す。）。 

 注） 「良質な正社員」とは、厚生労働省が「地域活性化雇用創造プロジェクト事業」で示す要件（就 

労期間における所定内給与額の１ヶ月当たりの平均が 20 万 2,500円以上であること及び月平均所 

定外労働時間が 20 時間以下であること）を満たす正社員を指す。 

    なお、当該要件は単年度における１ヶ月あたりの平均値であり、雇用開始時点から毎月、   

当該要件を満たすことを事業者に求めるものではない。 

 

３ 委託業務の内容 

(１) 道内ものづくり企業の求人状況の把握等 

 道内ものづくり企業へのヒアリング等により求人状況や業種、業務内容等の企業情報を把握し、

求人情報誌を作成する。 

(２) 首都圏等のＵＩターンイベントへの出展 

 首都圏等で開催されるＵＩターンイベントに出展し、（１）で収集した企業情報や求人状況等の

情報をイベントに参加したＵＩターン希望者に提供するとともに、道内ものづくり企業への就職

に関する相談に対応する。 

ア 開催時期  令和５年９月～令和６年２月 

イ 開 催 地  首都圏等（東京都、大阪府） 

ウ 開催回数  ２回 

(３) 一般求職者に向けた企業見学バスツアー等の実施 

 離職者や学卒未就職者などの一般求職者を対象に、ものづくり企業の現場を見学し、社員との意

見交換等を通して、業務内容や職場環境への理解を深める「企業見学バスツアー」を企画・立案し、

運営する。また、参加者に対し、（１）で収集した道内ものづくり企業の求人情報等を提供する。 



ア 開催時期  令和５年７月～11月 

イ 開 催 地  道央圏 

ウ 開催回数  ２回(各２社訪問、参加者20名程度) 

(４) 新規学卒予定者に向けた企業見学バスツアー・勉強会、展示会見学の実施 

 高等学校、高等専門学校、大学等の新規学卒予定者及び進路担当教諭等を対象に、本道のものづ

くり産業に関する勉強会を開催するとともに、ものづくり企業の現場を見学することにより、もの

づくり産業及び企業に関する理解を深める「企業見学バスツアー・勉強会」を企画・立案し、運営

する。 

 また、道内のものづくり企業やその製品・技術力等への理解を深めるため、道内のものづくり企

業が多く参加する展示会（例：北洋銀行ものづくりサステナフェア2023、北海道ビジネスＥＸＰＯ

等）の見学を企画・立案し、運営する。 

ア 開催時期  令和５年７月～11月頃 

イ 開 催 地  企業見学バスツアー・勉強会：道央圏１回、道央圏以外１回 

         展示会見学：札幌市 

ウ 開催回数  企業見学バスツアー・勉強会：２回(参加者各回30名程度) 

         展示会見学：１回(参加校３校程度) 

(５) フォローアップ調査 

(２)(３)のイベントで情報提供を実施したＵＩターン希望者や一般求職者に対し、アンケート

等を実施し、就業の状況等について調査を行うとともに就職に関する相談に対応する。 

ア 実施時期  各イベント終了後～令和６年２月 

イ 対 象 者  ＵＩターンイベント参加者及び企業見学バスツアーに参加した一般求職者 

(６) 事業実施報告書の作成及び成果物の提出 

 ア 事業実施報告書 

  上記(１)から(５)の業務に関する報告書：紙媒体１部、電子媒体１部 

イ 提出期限  令和６年２月29日(木)まで 

  （７）提案にあたっての留意事項 

    上記（２）～（４）の実施にあたっては、新型コロナウイルス等の感染状況に応じて適切な措置

を講じること。  

本事業は「地域活性化雇用創造プロジェクト事業」に基づく委託業務であることから、国の示す 

「地域活性化雇用創造プロジェクト募集要領」等の関係規定を踏まえ実施するとともに、本事業に

よる良質な正社員雇用の創出の実績が求められることに留意すること。 

また、原則として、委託経費の５０％以上を、人件費（給与、謝金等）に充てる必要があること。 

    

 （アウトカム目標） 良質な正社員の雇用 １２名以上 

  ※ 良質な正社員については、令和５年１１月末までに、７名以上の雇用を達成できるように努める

こと。 

 

４ 契約の方法等 

（１）契約方法 総合評価一般競争入札 

（２）委託期間 契約締結日から令和６年（2024年）２月 29日（木）まで 



（３）そ の 他 ・ 本入札は、令和５年度の国の交付金の交付決定前の準備行為として行うもので

あり、交付決定日や国における交付額の変更などにより委託期間、業務の内容

及び委託料の額を変更するか、契約を行わない場合がある。 

・ 本業務は、新型コロナウイルス感染症などの影響により、業務の中止や内容の 

変更等を求める場合がある。 

 

５ 企画提案及び審査の項目 

提案項目及び審査項目 

１ 実施体制 

 ①実施体制・役割等 

２ 実施手法 

 ① 業務処理工程表・経費内訳 

② 雇用の創出・定着 

３ 実施方策 

 ① 道内ものづくり企業の求人状況の把握等 

② 首都圏等のＵＩターンイベントへの出展 

③ 一般求職者に向けた企業見学バスツアー等の実施 

 ④ 新規学卒予定者に向けた企業見学バスツアー・勉強会、展示会見学の実施 

⑤ フォローアップ調査 

４ 実績 

 ① 過去の実績 

５ 追加提案 

 ① 追加提案 

６ 道施策との適合性（該当がある場合） 

 ① 「北海道働き方改革推進企業認定制度」 

② 「障がい者雇用」 

③ 「パートナーシップ構築宣言」 

※記載上の留意事項 

   ア 実施体制・役割等は、業務実施上の責任者、人員、担当者の経歴、役割及び組織図などを

具体的に記載すること。 

   イ 業務処理工程表・経費内訳は、業務を効率的かつ効果的に実施できる内容とすること。 

なお、経費内訳は経費区分・内訳項目のみの記載とし、金額は記載しないこと。 

     雇用の創出・定着は、良質な正社員雇用の創出・定着が図られる内容とすること。 

   ウ 「道内ものづくり企業の求人状況の把握等」、「首都圏等のＵＩターンイベントへの出展」、

「一般求職者に向けた企業見学バスツアー等の実施」、「新規学卒予定者に向けた企業見学

バスツアー・勉強会、展示会見学の実施」、「フォローアップ調査」は、「３ 委託業務の内

容」を満たした提案とすること。 

   エ 過去の実績は、本業務遂行の参考となる類似事業等の実績を記載すること。 



   オ 追加提案は、「２ 業務の目的」を達成するため、独自の提案がある場合に記載すること。 

カ 道が実施している「北海道働き方改革推進企業認定制度」の認定を受けている場合は、認

定書（写し）を提出すること。 

  道が実施している「障がい者就労支援企業認証制度」の認証を受けている場合は、認証書

（写し）を提出すること。 

     国が実施している「パートナーシップ構築宣言」を宣言している場合は、宣言書を提出す

ること。 

     なお、複数法人による連合体（以下、「コンソーシアム」という。）の場合は、各制度・

宣言において各構成員の認定書等を提出すること。 

 

６ 総合評価一般競争入札に参加する者に必要な資格 

次のいずれにも該当すること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号に掲げる者でないこ

と。 

（２）地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者

でないこと。 

（３）道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。  

（４）暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札等への参加を除外されていないこ

と。 

（５）暴力団関係事業者等でないこと。 

（６）次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

ア 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

イ 本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

ウ 消費税及び地方消費税 

（７）次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を除く。）。 

ア 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

（８）単体法人で参加する場合は、道内に本店又は主たる事業所あるいは支店等の拠点を有するも

のであること。また、コンソーシアムで参加する場合は、道内に本店又は主たる事務所を有す

るものをその構成員に含むものであること。 

（９）コンソーシアムの構成員が単体の法人としても重複参加する者でないこと。また、コンソー

シアムの構成員が他のコンソーシアムの構成員として重複参加する者でないこと。 

 

７ 参加資格申請書等の提出 

（１）提出書類 参加資格申請書、添付資料 

（２）様式   参加資格申請書 別添様式による 

（３）提出部数 参加資格申請書、添付資料とも１部 

（４）提出期限 令和５年（2023年）５月８日（月）17時（必着） 

（５）提出場所 10の（４）のとおり 



（６）提出方法 持参又は郵送（簡易書留、書留のいずれか）による 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 企画提案書、付属資料 

（２）様式   企画提案書 別添様式による 

（３）提出部数 企画提案書、付属資料とも６部 

        ※１部は提案者名を記載したもの。残り５部は提案者名を記載しないもの。 

         文中にも提案者名を記載しないよう注意すること。 

（４）提出期限 令和５年（2023年）５月８日（月）17時（必着） 

（５）提出場所 10の（４）のとおり 

（６）提出方法 持参又は郵送（簡易書留、書留のいずれか）による 

 

９ 総合評価審査委員会（ヒアリング）の実施 

（１）参加者として選定した者から、総合評価審査委員会においてヒアリングを実施する。ヒアリン

グの日時及び場所は、別途通知する。 

（２）企画提案書提出者数が５者を超える場合には、委員による書類選考を行う場合がある。 

（３）ヒアリングに参加しなかった提案者の提案は無効とする。 

 

10 その他 

（１）公募手続きにおいて使用する言語、通貨 

   日本語、日本円 

（２）無効となる提出書類 

   企画提案書及び付属資料が次の事項の一つに該当する場合には無効となることがある。 

   ・提出期限、提出場所、提出方法に適合しないもの。 

   ・指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

   ・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

   ・虚偽の内容が記載されているもの。 

（３）その他 

ア 全ての提出書類の作成・提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

イ 提出された企画提案書等は、総合評価一般競争入札の目的以外には、提出者に無断で使

用しないこととする。 

なお、特定された者と契約を締結した後は、当該企画提案書等を成果品が納品される日ま

で閲覧に供する場合がある。 

ウ 提出された書類は審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

エ 提出期限以降における企画提案書等の差し替え及び追加等は認められない。 

オ 全ての提出書類は返却しない。 

カ 本業務に係る質問は、企画提案書等の提出期限の日まで受け付けるものとする。 

（４）問合せ先及び参加資格申請書、企画提案書等の提出先 

    郵便番号 060-8588 

    札幌市中央区北３条西６丁目（北海道庁本庁舎８階） 



    北海道経済部産業振興局産業振興課ものづくり産業係（担当：倉沢） 

    電話 011-204-5323 ＦＡＸ 011-232-2139 

電子メールアドレス keizai.sangyousinkou1@pref.hokkaido.lg.jp  

※@の前は数字の「1」です。 


